
◎脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の

供給及び利用の促進に関する法律 
（令和六年五月二四日法律第三七号）   

一、 提案理由（令和六年三月一五日・衆議院経済産業委員会） 

○齋藤（健）国務大臣 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の

供給及び利用の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し

上げます。 

 二〇五〇年カーボンニュートラルの実現に向けては、鉄鋼や化学等の脱炭素化が難し

い分野においても、グリーントランスフォーメーション、いわゆるＧＸを推進していく

ことが不可欠であり、こうした分野では、その安全性を確保しながら低炭素水素等の活

用を促進することが重要です。 

 昨年七月に閣議決定された脱炭素成長型経済構造移行推進戦略においては、大規模か

つ強靱なサプライチェーンを国内外で構築するため、既存燃料との価格差に着目しつつ、

事業の予見性を高める支援や、需要拡大や産業集積を促す拠点整備への支援を含む、規

制、支援一体型での包括的な制度の準備を早期に進めるとされており、本法律案は、同

戦略に基づいて、所要の措置を講ずるものであります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、低炭素水素等の定義については、昨年のＧ７広島サミットにおいて、炭素集

約度に基づいて水素等の環境適合性を評価する重要性が認識されたことを踏まえ、水素

等であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること等

の要件に該当するものと定義します。 

 第二に、主務大臣は、関係行政機関の長に協議した上で、低炭素水素等の供給及び利

用の促進に関する基本的な方針を定めることとします。また、国の責務として、規制の

見直し等の必要な事業環境整備等を講ずる旨を規定するほか、関係地方公共団体や事業

者の責務規定を創設します。 

 第三に、低炭素水素等供給事業者又は低炭素水素等利用事業者は、単独で又は共同し

て低炭素水素等供給等事業に関する計画を作成し、その内容が経済的かつ合理的である

ことに加えて、我が国における低炭素水素等の供給又は利用に関係する産業の国際競争

力の強化に相当程度寄与する等の要件を満たす場合には、主務大臣が認定できることと

します。これに加えて、いわゆる価格差に着目した支援や拠点整備支援を希望する場合

には、その計画が供給事業者と利用事業者が共同で作成したものであること等を追加的

な要件とします。 

 第四に、認定を受けた事業者に対する支援措置を講じます。具体的には、いわゆる価

格差に着目した支援や拠点整備支援として、供給事業者が低炭素水素等を継続的に供給

するために必要となる資金や、認定を受けた事業者が共同で使用する施設の整備に充て

るため、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が助成金を交付することとします。



また、認定を受けた計画に基づく設備については、経済産業大臣の承認を受ければ、低

炭素水素等である高圧ガスの製造開始から三年間、都道府県知事に代わり経済産業大臣

が一元的にその保安を確保するための検査を行うことを可能とする等の高圧ガス保安法

の特例を創設するほか、導管等の円滑な整備を図るため、港湾法や道路占用の特例を創

設します。 

 第五に、水素等の供給事業者による低炭素水素等の供給を促進するため、経済産業大

臣は、事業者の判断の基準となるべき事項を定め、低炭素水素等の供給拡大に向けた事

業者の自主的な取組を促します。その上で、事業者の取組状況に応じ、必要があると認

めるときは、経済産業大臣が事業者に対して、必要な指導、助言、勧告等を行うことが

できることとします。 

……………（略）…………… 

 以上が、両法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院経済産業委員長報告（令和六年四月九日） 

○岡本三成君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の

促進に関する法律案は、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、基本方針

の策定、計画の認定制度の創設、認定を受けた事業者に対する支援及び水素等の供給を

行う事業者が取り組むべき措置に関する判断基準の策定等の措置を講ずるものでありま

す。 

 

 両案は、去る三月十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託され、十五日に齋藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十二日

に質疑に入り、二十七日に二酸化炭素の貯留事業に関する法律案について、二十九日に

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関

する法律案について、それぞれ参考人から意見を聴取いたしました。次いで、四月三日

環境委員会との連合審査会を開会し、五日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討

論、採決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と議決いたしました。 

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月五日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 我が国が、パリ協定の一・五度目標と整合的に二〇五〇年カーボンニュートラルを

実現するために、既に確立された技術をもって低廉なコストでその達成に貢献できる



とされる再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化の取組を更に強化するとともに、

本法に基づく支援措置については、エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立、国民負

担の過度な増大に留意しながら適切に進めること。 

二 低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する各種施策については、省エネルギー化

や再生可能エネルギーの普及拡大等の推進を前提として、再生可能エネルギーによる

電化では代替が困難な分野への活用に優先的に取り組むこととし、ＧＸ経済移行債を

もって行われる他の脱炭素の施策を含めた総合的な効果等を適時分析し、その評価に

基づいて投資対象の拡大又は縮小を含めた見直しを的確に行うこと。 

三 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行において、我が国のエネルギーの自給率の向

上や経済安全保障の観点からも重要となる国内における低炭素水素等のサプライチェ

ーンの構築を着実に進めるとともに、競争力確保の観点から、徹底したコスト削減を

図るため、必要な措置を講ずること。 

四 低炭素水素等に関する技術や製品による我が国の産業振興や競争力強化に向けた取

組や世界の脱炭素政策、とりわけ欧州で炭素国境調整措置が整備されつつある現状に

鑑み、各種産業に係る国際的なルール形成や国際標準化で主導権を取ることができる

よう施策を戦略的に実施するとともに、生産過程における脱炭素化を図る取組を推進

すること。 

五 我が国が持つ低炭素水素等の製造、搬送、活用その他の脱炭素技術について、特に

二酸化炭素の排出量の多い国々における産業やエネルギーの脱炭素化への国際貢献も

視野に、その質を更に高めるよう取り組むこと。 

六 低炭素水素等を活用するための施策が長期にわたって必要となることを踏まえ、事

業者が確実に事業に取り組むことができるよう、ＧＸ経済移行債の先行投資支援を始

めとした資金調達及びコスト回収を可能とする制度措置を講じ、必要な人材の確保及

び育成、技術の強化、水素等が利活用される機会と分野の拡充等に向けた事業環境の

整備を進めること。 

七 低炭素水素等のサプライチェーンの構築における地方公共団体の果たす役割の重要

性に鑑み、地方公共団体における地域産業や利用者の視点でのエネルギーインフラの

整備等の取組が着実に進むよう必要な措置を講ずること。 

八 低炭素水素等の基準の設定においては、本法成立後速やかに公表するとともに、将

来的には、国際的なルールの動向を踏まえて、低炭素水素等の生産時のみならず、利

用までのサイクルを踏まえた評価を検討すること。また、基準の見直しや支援の在り

方の検討に当たっては、水素等の更なる低炭素化・脱炭素化が進むよう配慮すること。 

九 ＧＸ経済移行債の先行投資支援を活用した価格差に着目した支援及び拠点整備支援

といった政府による財政支援は、将来的に事業者が自立することを前提とし、事業者

が予見可能性を持って確実に事業に取り組むことができるよう必要となる条件等の詳

細を明確に定めるとともに、カーボンニュートラルを加速する制度設計とすること。



また、支援の実施に当たっては、多額の国費を活用して行われる事業であることや国

民負担、国際競争力への影響、炭素リーケージの可能性、負担と受益の公平性等を踏

まえ、その施策の進捗状況や費用対効果について定期的に評価及び分析を行い、投資

対象も含め必要に応じた柔軟な見直しを行うこと。 

十 水素の特性による漏えい、爆発の危険性を鑑み、その製造から輸送・利用・取扱い

等における安全性を確保するとともに、保安体制の充実を始め製造保安責任者等への

指導、教育の充実など、安全性向上のための取組を進めること。 

十一 低炭素水素等の供給を促進するため水素等供給事業者に求める自主的な取組を促

すための措置については、事業者が取り組むべき基準を明確に定めるとともに、その

運用に当たっては、事業者に過度な負担とならないよう十分留意すること。 

十二 本法に基づく支援措置の実施に向けての制度設計に当たっては、学識経験者や有

識者、産業界、労働界等から広く意見を聴き、その意見を尊重するとともに、意思決

定過程の透明性を確保すること。 

十三 低炭素水素等の利用を促進するため、国民に対して低炭素水素等に関する適切な

情報が提供されるよう、必要な措置を講ずること。 

十四 政府は、毎年、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策の実施状況に関

する調査を行い、その結果をエネルギーに関する年次報告の中で国会に報告するとと

もに、公表しなければならないこと。 

十五 低炭素水素等の国内における供給及び利用の状況、技術の進捗その他諸課題につ

いて適時調査を行い分析し公表すること。 

十六 低炭素水素等の供給及び利用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速や

かに低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 

三、 参議院経済産業委員長報告（令和六年五月一七日） 

○森本真治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、水素社会推進法案は、低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、主

務大臣による基本方針の策定、主務大臣の認定を受けた計画に基づき事業を実施する者

に対する助成金の交付及び規制の特例措置、低炭素水素等の供給の促進に関し判断の基

準となるべき事項の策定等の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、各法律案について、参考人か

ら意見を聴取したほか、環境委員会と連合審査会を行うとともに、脱炭素社会実現に向

けた水素、ＣＣＳの利活用の在り方、水素関連産業の国際競争力強化に向けた取組、低

炭素水素等のＧＸ製品価値向上の方策、ＣＣＳ事業に係る安全確保及び国民の理解促進

の必要性、ＣＣＳの二〇三〇年までの事業開始に向けた課題等について質疑が行われま



したが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 両法律案について質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩

渕友委員より両法律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、水素社会推進法案に対して十五項目、ＣＣＳ事業法案に対して九項目から成る

附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年五月一六日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 我が国が、パリ協定の一・五度目標と整合的に二〇五〇年カーボンニュートラルを

実現するために、既に確立された技術をもって低廉なコストでその達成に貢献できる

とされる再生可能エネルギー等の導入や省エネルギー化の取組を更に強化するととも

に、本法に基づく支援措置については、エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立、国

民負担の過度な増大に留意しながら適切に進めること。 

二 低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する各種施策については、省エネルギー化

や再生可能エネルギーの普及拡大等の推進を前提として、電化では代替が困難な分野

への活用に優先的に取り組むこととし、ＧＸ経済移行債をもって行われる他の脱炭素

の施策を含めた総合的な効果等を適時分析し、その評価に基づいて投資対象の拡大又

は縮小を含めた見直しを的確に行うこと。 

三 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行において、我が国のエネルギー自給率の向上

や経済安全保障の観点からも重要となる国内における低炭素水素等のサプライチェー

ン構築を着実に進めるとともに、国際競争力確保の観点から、徹底したコスト削減が

図られるよう、必要な措置を講ずること。 

四 低炭素水素等に関する技術や製品をいかした我が国の産業振興や、国際競争力強化

に向けては、世界の脱炭素政策、とりわけ欧州で炭素国境調整措置が整備されつつあ

る現状に鑑み、各種産業に係る国際的なルール形成や国際標準化において、我が国が

主導権を握ることができるよう施策を戦略的に実施するとともに、低炭素水素等の生

産過程における脱炭素化を図る取組を推進すること。 

五 我が国が持つ低炭素水素等の製造、輸送、貯蔵、活用その他の脱炭素技術について、

特に二酸化炭素排出量が多い技術や設備を多く有する国々における産業やエネルギー

の脱炭素化への国際貢献も視野に、その質を更に高めるよう取り組むこと。 

六 低炭素水素等を活用するための施策が長期にわたって必要となることを踏まえ、事

業者が予見可能性を持って事業に取り組むことができるよう、ＧＸ経済移行債の先行

投資支援を始めとした資金調達や、ＧＸ価値の向上、ＧＸ製品市場の拡大等を通じて

コスト回収を可能とする制度措置を講じ、必要な人材の確保及び育成、技術基盤の強



化、低炭素水素等が利活用される機会と分野の拡充等に向けた事業環境の整備を進め

ること。 

七 低炭素水素等のサプライチェーンの構築における地方公共団体の果たす役割の重要

性に鑑み、地方公共団体における地域のグランドデザイン作成を支援するとともに、

地域産業や、利用者の視点に立ったエネルギーインフラの整備等の取組が着実に進む

よう必要な措置を講ずること。 

八 低炭素水素等の基準については、本法成立後速やかに設定し、公表するとともに、

将来的には、国際的なルールの動向を踏まえて、低炭素水素等の生産時のみならず、

利用までのライフサイクル全体の二酸化炭素排出量を評価することを検討すること。

また、基準の見直しや支援の在り方の検討に当たっては、水素等の更なる低炭素化・

脱炭素化が進むよう配慮すること。 

九 ＧＸ経済移行債の先行投資支援を活用した価格差に着目した支援及び拠点整備支援

などの政府による財政支援は、将来的に事業者が自立することを前提とし、事業者が

予見可能性を持って確実に事業に取り組むことができるよう必要となる条件や評価項

目・方法等の詳細を明確に定めるとともに、カーボンニュートラルを加速する制度設

計とすること。また、支援の実施に当たっては、多額の国費を活用して行われる事業

であることや国民負担、国際競争力への影響、炭素リーケージの可能性、負担と受益

の公平性等を踏まえ、その施策の進捗状況や費用対効果について定期的に評価及び分

析を行い、投資対象も含め必要に応じた柔軟な見直しを行うこと。 

十 水素の特性による漏えいや爆発の危険性に鑑み、その製造から輸送・貯蔵・利用・

取扱い等における安全性を確保するとともに、保安体制の充実を始め製造保安責任者

等への指導、教育の充実、保安に関する技術基準の整備の検討など、安全性向上のた

めの取組を確実かつ早期に進めること。また、事業者による安全対策や周辺住民への

影響等について、地域住民とのリスクコミュニケーションが適切に図られるよう取り

組むとともに、水素等の物性や取扱い等に関する情報発信等を進めること。 

十一 低炭素水素等の供給を促進するため水素等供給事業者に求める自主的な取組を促

すための措置については、事業者が取り組むべき基準を明確に定めるとともに、その

運用に当たっては、事業者に過度な負担とならないよう十分留意すること。 

十二 本法に基づく支援措置の実施に向けての制度設計に当たっては、学識経験者や有

識者、産業界、労働界等から広く意見を聴き、その意見を尊重するとともに、意思決

定過程の透明性を確保すること。 

十三 低炭素水素等の利用を促進するため、国民に対して低炭素水素等に関する適切か

つ具体的で分かりやすい情報が提供されるよう、必要な措置を講ずること。 

十四 政府は、毎年、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策の実施状況に関

する客観的調査を行い、その結果をエネルギーに関する年次報告の中で国会に報告す

るとともに、公表しなければならないこと。また、国内及び諸外国における低炭素水



素等の供給及び利用の状況、技術の進捗その他諸課題について適時調査を行い、分析

し公表すること。 

十五 低炭素水素等の供給及び利用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速や

かに低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策について検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 

  右決議する。 

 


